
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）より一部抜粋 
 
第 15条 

３ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調査として当
該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出
し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第一号から
第三号までに掲げる者の保護者（親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。）に対し当該
各号に定める検体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採
取に応じさせるべきことを求めさせることができる。 
一 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若
しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由
のある者 当該者の検体 

二 三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原
体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者
の検体 

三 新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由の
ある者 当該者の検体 

四 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症を人に感染させるお
それがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体 

五 三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症を人に感染させるおそれがある動物又
はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体 

六 新感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当
該動物又はその死体の検体 

七 第一号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を
所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体 

八 第二号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を
所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体 

九 第三号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している
者 当該検体又は当該感染症の病原体 

十 第四号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を
所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体 

十一 第五号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体
を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体 

十二 第六号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持してい
る者 当該検体又は当該感染症の病原体 


